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 大淀川河畔の新緑や川面のせせらぎが眩しい時節となりましたが、皆様にはいかがお過
ごしでしょうか？  
今年は平成１７年９月の洪水被害（台風１４号）から１０年の節目を迎えます。近年、大きな洪水被
害は発生していませんが、これから梅雨や台風シーズンを迎えますので、気象等に関する
情報には引き続き十分な注意をお願いします。  
 さてこの度、洪水時の避難判断の目安とするため、大淀川  浦之名川口地区（左岸2 7Ｋ
4 0 0付近）の堤防川表坂路に堤防天端からの水位目盛りを標示しました。これにより、大きな洪水 
被害発生の恐れがある場合には県や市町等を経由して情報提供していきますので、地域住人の皆様は早め
の避難行動が取れるよう心掛けて下さい。 

 現行の洪水に関する防災情報（はん濫危険情報等）では、市町村長が適切に避難勧
告等の発令を判断することが困難であり、実態として、これらの情報が住民の避難行
動につながっていなかったことから「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイド
ライン」を改訂して、以下のとおり見直しました。  
 ①越水に関する避難勧告等  
 ②浸透・浸食に関する避難勧告等（高岡地区は該当無し）  
 ③今回見直した発令判断の目安よりも早い段階で避難勧告等を発令されることを  
  妨げるものではありません。  

【現行】 

避難完了の目安 

避難勧告等を発令する目安 

避難準備情報を発令する目安 

避難完了の目安 

避難勧告等を発令する目安 

氾濫危険水位 

避難判断水位 

【新基準】（Ｈ２７・４～運用予定） 

堤防越流水位 

堤
防 

出水期に備え、水門等の点検を行っています。 

３月～５月にかけて、河川構造物

（水門、樋門、揚排水機場や河川

公園等）の点検を行っています。

これは地域の安全性確保のため、

各施設に異常がないか確認し、補

修すべき箇所等について確認・対

策を行うために実施するものです。 



今年度大淀川(高岡地区)の維持管理工事を担当します㈱田村産業です。
堤防の除草(約40万㎡)が主となります。堤防の状態の確認、河川環境の保持(不法投
棄抑制等)を目的として年2回(1回目：6月～8月、2回目9月～12月）の予定で行い
ます。除草作業中なにかと御迷惑をおかけ致しますが御理解と御協力のほどよろし
くお願いします。
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有田橋 大の丸橋 

河川維持管理範囲 

柚之木崎橋 私達は安全第一で施工致しま

す。なにかありましたらお気軽

にご意見お待ちしております。 
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